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病院の概要 

 

Ⅰ．許可病床数   ７０７床（一般６５７床、精神５０床） 

 

Ⅱ．標榜診療科     総合診療科・感染症科、循環器内科、消化器内科、消化器・胆膵内科、消

化器・肝臓内科、内視鏡内科、呼吸器内科、リウマチ科、糖尿病・内分泌

内科、腎臓内科、脳神経内科、臨床腫瘍科、精神神経科、緩和ケア科、放

射線診断科、放射線治療科、ゲノム診療科、心臓血管外科、呼吸器外科、

消化器・乳腺・移植外科、整形外科、形成外科、リハビリテーション科、

脳神経外科・脳血管内治療科、耳鼻咽喉科・頭頚部外科、泌尿器科、皮膚

科、眼科、歯科・口腔外科、麻酔科、救急科、小児科、小児腎臓科、小児

感覚器科、小児外科、新生児科、産婦人科、生殖医療科 

 

Ⅲ．総 職 員 数   1,567 名（令和８年４月１日現在） 

 

Ⅳ．専門医（認定医）教育病院等指定 

 

   臨床研修指定病院 

   外国医師・外国歯科医師臨床修練指定病院 

   日本内科学会認定医制度教育病院 

   日本循環器病学会専門医研修施設 

   日本消化器病学会認定医制度認定施設 

   日本消化器内視鏡学会認定医制度指導施設 

   日本呼吸器学会認定教育施設（内科系） 

   日本アレルギー学会認定教育施設 

   日本糖尿病学会認定教育施設 

   日本腎臓学会認定研修施設 

   日本神経学会認定教育関連施設 

   日本心身医学会研修診療施設 

   日本小児科学会認定医制度研修施設 

   日本外科学会認定医制度修練施設 

   日本外科学会専門医修練施設 

   日本小児外科学会認定医育成認定施設 

   日本胸部外科学会認定医認定制度指定施設 

   日本整形外科学会認定制度研修施設 

   日本脳神経外科学会専門医認定制度指定訓練場所 

   日本透析医学会認定医制度認定施設 

   日本皮膚科学会認定医研修施設 

   日本泌尿器科学会専門医教育施設 
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   日本産科婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 

   日本眼科学会専門医制度研修施設 

   日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 

   日本超音波医学会認定超音波専門医研修施設 

   日本医学放射線学会専門医修練機関 

   日本麻酔学会麻酔指導病院 

   日本ペインクリニック学会指定研修施設 

   日本救急医学会認定医指定施設 

   日本集中治療医学会専門医研修施設 

   日本病理学会認定病院 

   日本プライマリーケア学会認定医研修施設 

   日本臨床病理学会臨床検査医研修施設 

   日本消化器外科学会専門医修練施設 

   日本大腸肛門病学会専門医修練施設 

   日本リウマチ学会教育施設 

   日本臨床細胞学会認定施設 

   日本臨床微生物検査技師制度認定研修施設 

   三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 

   日本呼吸器外科学会指導医制度関連施設 

   日本脳卒中学会認定研修教育病院 

   日本婦人科腫瘍学会専門医制度指定修練施設 

   日本口腔外科学会認定研修機関 

   日本リハビリテーション医学会研修施設 

   日本不整脈学会研修施設 

   日本インターベンション治療学会研修施設 

 

Ⅴ．主要機器・システム  

   超音波血管内イメージングシステム、重症患者監視装置、人工心肺装置、体外衝撃波結石粉 

   砕装置、全身用コンピュータ断層撮影装置（CT）、CT アンギオ装置、循環器系ｘ線診断 

   装置、リニアック、ガンマカメラ、Ｘ線テレビ装置、コンピューテッド・ラジオグラフィ（Ｃ 

   Ｒ）、磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）、骨密度測定装置、超音波診断装置、血液細胞自動 

   分析装置、生化学血清自動分析装置、検体自動前処理搬送システム、遠心方式自動分析装置、 

   細菌自動分析装置、全自動免疫測定装置、人工腎臓装置、新医療情報システム、前立腺がん 

   密封小線源装置 

 

Ⅵ．幹部職員氏名 

病 院 長    板 本 敏 行 

副 院 長    福 原 里 恵 

副 院 長    上 田 浩 徳 

副 院 長    池 田 聡 

    副 院 長      石 川 暢 久 
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    院長特命補佐 西 阪 隆 

副 院 長    桒 田 博 正 

       副 院 長    島 田 洋 子 

   副 院 長    山 口 浩 央  

事務局次長  中 西 雅 臣 

事務局次長   森田谷 智 昭 

事務局参事  井 元 敏 裕 



 5 

歯科医師臨床研修プログラム（管理型研修） 

 

Ⅰ. プログラムの名称 

  「県立広島病院歯科医師臨床研修プログラム（管理型研修）」 

 

Ⅱ．プログラムの目的と特徴 

 

１． プログラムの目的 

 

  歯科医師は生涯にわたって、常に医学知識の吸収と、技術の維持・向上に務める事が要求さ

れている。このプログラムを通じて生涯学習の習慣・態度を身につける。 

卒前教育で学んだ基礎知識・技術・態度を体系化し、幅広い臨床経験を通じ、総合的視野、

創造力を身につけることにより、患者の持つ問題を正しく把握し解決する能力を身につける。  

さらに医療人としての自己を見つめ直し「医の心」を十分に考えながら、病める人の全体像

を捉え、患者および家族のニーズへの対応、態度を学び、全人的医療を身につける。 

また温かい人間性と広い社会性を身につけ、医学関係スタッフの業務を知り、チーム医療を

率先して実践することを学ぶ。 

 

（１）歯科医師として好ましい態度・習慣を身につけ、患者及び家族とのよりよい人間関係を

確立する。そして望ましいインフォームド・コンセントの実行能力を修得する。 

（２）適切な診断・治療の手順を熟知し、歯科疾患と障害の予防及び治療における基本的技能

を身につける。一般的によく遭遇する応急処置と、頻度の高い歯科治療処置を確実に実施

する。 

（３） 全人的な視点から得られた医療情報を理解し、それに基づいた総合治療計画を立案する。

また、必要に応じ上級歯科医に診療を委ねたり、関連各科、専門医への紹介ができるよう

にする。 

（４）歯科診療時の全身的偶発事故に適切に対応する。 

（５）チーム医療を理解し、他の医療メンバー（対看護部門、対検査部門、対薬剤部門、対事

務局部門、対放射線科部門等）との連携・協調を実践できるようになる。 

（６）地域医療の実際を理解し、一般予防医学に関する知識、在宅医療の実際に対する知識を

習得し、社会復帰に対する指導の実際を修得する。 

（７）自らが行った処置の経過を観察・評価し、診断と治療に常にフィードバックする態度・

習慣を身につける。 

（８）専門的知識や高度先進的歯科医療に目を向け、生涯研修の意欲への動機付けをする。 

（９）歯科医師の社会的役割を認識し、実践する。 

 

２．プログラムの特徴 

 

（１）研修期間は前期研修（必修研修）１年間、後期研修１年間の２年間とする。 

（２）前期研修は、県立広島病院で 11ヶ月間（うち、研修協力施設（以下に記載）で計３日）
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協力型（Ⅱ）臨床研修施設で計 30 日の研修を行う。 

（３）後期研修は県立広島病院で１年間のより実践的な臨床研修を行う。外来、入院診療にお

いて担当医として患者の診断・治療・手術を完結できることを目標とする。 

（４）毎月第４火曜日を研修医・研修歯科医セミナー開催日とし、医療制度、院内感染対策、

BLS、ICLS、JPTEC、JATEC、小児救急、集団災害訓練などを履修することとする。 

 

Ⅲ．参加施設の概要 

 

１．管理型臨床研修施設 

  ○ 県立広島病院 

     所在地 広島市南区宇品神田１丁目５番５４号 

     管理者 病院長   板本 敏行 

     プログラム責任者  神田 拓（歯科・口腔外科主任部長） 

  副プログラム責任者 鳴瀬 智史（歯科・口腔外科部長） 

 

 ２．協力型（Ⅱ）臨床研修施設 

○ 医療法人社団 高橋歯科医院 

     所在地 広島市南区旭 2丁目１９番７号 

     管理者 高橋 兼一郎 

     研修実施責任者（指導担当者兼任） 髙橋 兼一郎     

 

  〇 トーマス歯科クリニック      

所在地 広島市南区宇品東 6 丁目 1‐15  2階 

管理者 院 長 内田 雄士 

     研修実施責任者（指導担当者兼任） 内田 雄士 

 

  〇 三上歯科医院 

所在地 広島市南区宇品御幸 1-9-26-107 

管理者 院 長 福井 康人 

     研修実施責任者（指導担当者兼任） 福井 康人 

 

  ○ ホワイト歯科往診クリニック   

     所在地 広島市南区東雲本町１-12-2４ １階 

     管理者 理事長 竹田 茂 

     研修実施責任者（指導担当者兼任） 竹田 茂 

 

３．研修協力施設 

  ○ 広島県赤十字血液センター  

     所在地 広島市中区千田町２丁目５番５号 

     管理者 センター長 麻奥 英毅 

     研修実施責任者（指導担当者兼任） 麻奥 英毅 
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  〇 広島市保健所 

     所在地 広島市中区国泰寺 1-6-34 

     管理者 保健所長 上田 久仁子 

     研修実施責任者（指導担当者兼任） 土屋 志津 

 

 Ⅳ．プログラムの管理・運営体制 

 

研修プログラムの管理・運営は、臨床研修管理委員会及びプログラム責任者のもとで行い、定

期的及び臨時に委員会を開催し、研修歯科医の指導方針と評価及び研修プログラムを計画する。 

研修歯科医の指導体制：研修歯科医の指導に当たっては、指導歯科医と上級歯科医が協力して

行うが、上級歯科医は指導歯科医の指示のもとに研修歯科医の指導、評価を行い、その内容につ

いては逐次指導歯科医に報告するものとする。また歯科衛生士、歯科技工士、看護師、その他の

医療メンバーも研修歯科医の指導に、指導歯科医と共に協力して当たるものとする。 

 

Ⅴ．到達目標 

 

当院、協力型（Ⅱ）臨床研修施設及び研修協力施設において１年間を通じて以下の目標を到達

する。 

 

A．歯科医師としての基本的価値観（プロフェッショナリズム） 

１．社会的使命と公衆衛生への寄与 

社会的使命を自覚し、説明責任を果たしつつ、社会の変遷に配慮した厚生な医療の提供及び公

衆衛生の向上に努める。 

 

２．利他的な態度 

患者の苦痛や不安の軽減と福利の向上を最優先するとともに QOL に配慮し、患者の価値観や

自己決定権を尊重する。 

 

３．人間性の尊重 

患者や家族の多様な価値観、感情、知識に配慮し、尊敬の念と思いやりの心を持って接する。 

 

４．自らを高める姿勢 

自らの言動及び医療の内容を省察し、常に資質・能力の向上に努める。 

 

B．資質・能力 

１．医学・医療における倫理性 

 診療、研究、教育に関する倫理的な問題を認識し、適切に行動する。 

① 人間の尊厳を守り、生命の不可侵性を尊重する。 

② 患者のプライバシーに配慮し、守秘義務を果たす。 

③ 倫理的ジレンマを認識し、相互尊重に基づき対応する。 

④ 利益相反を認識し、管理方針に準拠して対応する。 
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⑤ 診療、研修、教育の透明性を確保し、不正行為の防止に努める。 

 

２．歯科医療の質と安全の管理 

患者にとって良質かつ安全な医療を提供し、医療従事者の安全性にも配慮する。 

① 医療の質と患者安全の重要性を理解し、それらの評価・改善に努める。 

② 日常業務の一環として、報告・連絡・相談を実践する。 

③ 医療事故等の予防と事後の対応を行う。 

④ 歯科診療の特性を踏まえた院内感染対策について理解し、実践する。 

⑤ 医療従事者の健康管理（予防接種や針刺し事故への対応を含む。）を理解し、自らの健康管

理に努める。 

 

３．医学知識と問題対応能力 

 最新の医学及び医療に関する知識を獲得し、自らが直面する診療上の問題について、科学的根拠

に経験を加味して解決を図る。 

① 頻度の高い疾患について、適切な臨床推論のプロセスを経て、鑑別診断と初期対応を行う。 

② 患者情報を収集し、最新の医学的知見に基づいて、患者の意向や生活の質に配慮した臨床決

断を行う。 

③ 保健・医療・福祉の各側面に配慮した診療計画を立案し、実行する。 

④ 高度な専門医療を要する場合には適切に連携する。 

 

４．診療技能と患者ケア 

 臨床技能を磨き、患者の苦痛や不安、考え・意向に配慮した診療を行う。 

① 患者の健康状態に関する情報を、心理・社会的側面を含めて、効果的かつ安全に収集する。 

② 診察・検査の結果を踏まえ、一口腔単位の診療計画を作成する。 

③ 患者の状態やライフステージに合わせた、最適な治療を安全に実施する。 

④ 診療内容とその根拠に関する医療記録や文書を、適切かつ遅滞なく作成する。 

 

５．コミュニケーション能力 

 患者の心理・社会的背景を踏まえて、患者や家族と良好な関係性を築く。 

① 適切な言葉遣い、礼儀正しい態度、身だしなみで患者や家族に接する。 

② 患者や家族にとって必要な情報を整理し、分かりやすき言葉で説明して、患者の主体的な意

思決定を支援する。 

③ 患者や家族のニーズを身体・心理・社会的側面から把握する。 

 

６．チーム医療の実践 

 医療従事者をはじめ、患者や家族に関わる全ての人々の役割を理解し、連携を図る。 

① 歯科医療の提供にあたり、歯科衛生士、歯科技工士の役割を理解し、連携を図る。 

② 多職種が連携し、チーム医療を提供するにあたり、医療を提供する組織やチームの目的、チ

ームの各構成員の役割を理解する。 

③ 医療チームにおいて各構成員と情報を共有し、連携を図る。 
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７．社会における歯科医療の実践 

 医療の持つ社会的側面の重要性を踏まえ、各種医療制度・システムを理解し、地域社会に貢献す

る。 

① 健康保険を含む保健医療に関する法規・制度の目的と仕組みを理解する。 

② 地域の健康問題やニーズ把握など、公衆衛生活動を理解する。 

③ 予防医療・保健・健康増進に努める。 

④ 地域包括ケアシステムを理解し、その推進に貢献する。 

⑤ 災害や感染症パンデミックなどの非日常的な医療需要について理解する。 

 

８．科学的探究 

 医学及び医療における科学的アプローチを理解し、学術活動を通じて、医学及び医療の発展に寄

与する。 

① 医療上の疑問点に対応する能力を身に付ける。 

② 科学的研究方法を理解し、活用する。 

③ 臨床研究や治験の意義を理解する。 

 

９．生涯にわたって共に学ぶ姿勢 

 医療の質の向上のために省察し、他の歯科医師・医療者と共に研鑽しながら、後進の育成にも携

わり、生涯にわたって自律的に学び続ける。 

① 急速に変化・発展する医学知識・技術の吸収に努める。 

② 同僚、後輩、歯科医師以外の医療職と互いに教え、学びあう。 

③ 国内外の政策や医学及び医療の最新動向（薬剤耐性菌等を含む。）を把握する。 

 

C．基本的診療業務 

１．基本的診療能力等 

 本項目は、「B．資質・能力」のうち、「２．歯科医療の質と安全の管理」「３．医学知識と問題対

応能力」「４．診療技能と患者ケア」「５．コミュニケーション能力」に相当する具体的な到達目標

を示す。 

（１）基本的診察・検査・診断・診療計画 

 ① 患者の心理的・社会的背景を考慮した上で、適切に医療面接を実施する。 

 ② 全身状態を考慮した上で、顎顔面及び口腔内の基本的な診察を実施し、診察所見を解釈 

する。 

③ 診察所見に応じた適切な検査を選択、実施し、検査結果を解釈する。 

 ④ 病歴聴取、診察所見及び検査結果に基づいて歯科疾患の診断を行う。 

 ⑤ 診断結果に基づき、患者の状況・状態を総合的に考慮した上で、考え得る様々な一口腔単位

の診療計画を検討し、立案する。 

 ⑥ 必要な情報を整理した上で、わかりやすい言葉で十分な説明を行い、患者及び家族の意思決

定を確認する。 

 

（２）基本的臨床技能等 

 ① 歯科疾患を予防するための口腔衛生指導、基本的な手技を実践する。 
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 ② 一般的な歯科疾患に対応するために必要となる基本的な治療及び管理を実践する。 

  a.歯の硬組織疾患 

  b.歯髄疾患 

  c.歯周病 

  d.口腔外科疾患 

  e.歯質と歯の欠損 

f. 口腔機能の発達不全、口腔機能の低下 

 ③ 基本的な応急処置を実践する。 

 ④ 歯科診療を安全に行うために必要なバイタルサインを観察し、全身状態を評価する。 

 ⑤ 診療に関する記録や文章（診療録、処方せん、歯科技工指示書等）を作成する。 

 ⑥ 医療事故の予防に関する基本的な対策について、理解し、実践する。 

（研修会や医療安全カンファレンスに参加する。） 

 ⑦ 口腔機能の発達不全、口腔機能の低下に対応するために摂食・嚥下チーム回診及びカンファ

レンスに参加する。 

 

（３）患者管理 

 ① 歯科治療上問題となる全身的な疾患、服用薬剤等について説明する。 

 ② 患者の医療情報等について、必要に応じて主治の医師等と診療情報を共有する。 

 ③ 全身状態に配慮が必要な患者に対し、歯科治療中にバイタルサインのモニタリングを行う。 

④ 歯科診療時の主な併発症や偶発症への基本的な対応法を実践する。 

 ⑤ 入院患者に対し、患者の状態に応じた基本的な術前・術後管理及び療養上の管理を実践する。 

   

（４）患者の状態に応じた歯科医療の提供 

 ① 妊娠期、乳幼児期、学童期、成人期、高齢期の患者に対し、各ライフステージに応じた歯科疾

患の基本的な予防管理、口腔機能管理について理解し、実践する。 

 ② 各ライフステージ及び全身状態に応じた歯科医療を実践する。 

③ 医科入院患者の歯科疾患について院内往診を経験する。在宅療養患者等に対する訪問歯科診

療を経験する。  

 ④ 障害を有する患者への対応を実践する。 

 

２．歯科医療に関連する連携と制度の理解等 

（１）歯科専門職間の連携 

 ① 歯科衛生士の役割を理解し、予防処置や口腔衛生管理等の際に連携を図る。 

 ② 歯科技工士の役割を理解し、適切に歯科技工指示書を作成するとともに、必要に応じて連携

を図る。また、技工物の製作を行う。 

  ③ 多職種によるチーム医療について、その目的、各職種の役割を理解した上で、歯科専門職の

役割を理解し、説明する。 

 

（２）多職種連携、地域医療 

 ① 地域包括ケアシステムについて理解し、説明する。 

 ② 地域包括ケアシステムにおける歯科医療の役割を説明する。 
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 ③ がん患者等の周術期等口腔機能管理において、その目的及び各専門職の役割を理解した上で、

多職種によるチーム医療に参加し、基本的な口腔機能管理を経験する。 

 ④ 歯科専門職が関与する多職種チーム（例えば栄養サポートチーム、摂食嚥下リハビリテーシ

ョンチーム、口腔ケアチーム等）について、その目的及び各専門職の役割を理解した上で、

チーム医療に参加し、関係者と連携する。 

 ⑤ 入院患者の入退院時における多職種支援について理解し、参加する。 

 

（３）地域保健 

 ① 地域の保健・福祉の関係機関、関係職種を理解し、説明する。 

 ② 保健所等における地域歯科保健活動を理解し、説明する。 

 ③ 保健所等における地域歯科保健活動を経験する。 

 ④ 歯科健診を経験し、地域住民に対する健康教育を経験する。 

 

（４）歯科医療提供に関連する制度の理解 

 ① 医療法や歯科医師法をはじめとする医療に関する法規及び関連する制度の目的と仕組みを理

解し、説明する。 

 ② 医療保険制度を理解し、適切な保険診療を実践する。 

 ③ 介護保険制度の目的と仕組みを理解し、説明する。 

 

Ⅵ．期間割と研修歯科医配置予定 

 

１．研修歯科医師配置予定 

当院歯科・口腔外科で 11 ヶ月間（うち、研修協力施設の広島県赤十字血液センター、広

島市保健所で計３日間）、協力型（Ⅱ）臨床研修施設で計 30 日の研修を行う。 

 

 ２．臨床初期研修期間割 

 

4   5   6   7   8   9   10  11  12  1   2   3 月 

県立広島病院（11 ヶ月（うち３日は協力研修施設））、協力型（Ⅱ）臨床研修施設（30 日） 

 

 



 12 

Ⅶ．管理型臨床研修施設、協力型（Ⅱ）臨床研修施設、研修協力施設の研修内容 

 

名 

称 

管理型臨床研修施設 

（県立広島病院） 

協力型（Ⅱ）臨床研修施設

（歯科医院） 
研修協力施設 

研 

 

 

修 

 

 

内 

 

 

容 

・ 基本的臨床技能 

・ 口腔プライマリーケア 

・ 包括的総合歯科医療 

・ 全身管理 

・ 口腔外科手術 

・ 口腔領域の検査と診断 

・ 摂食、嚥下検査 

・ 医療倫理、態度、モラル 

・ 医療コミュニケーション 

・ 医療面接 

・ NBM（対話に基づく医療） 

・ 安全管理 

・ 感染対策 

・ リスク管理 

・ 医療の質管理と向上 

・ 保険請求 

・ 医療経済、効果 

・ 医療統計 

・ EBM（証拠に基づく医療） 

・ チーム医療 

・ 院内往診 

・ かかりつけ歯科医療 

・ 口腔ケア 

・ 保健活動 

・ スタッフ間のコミュニケ

ーション 

・ チーム歯科医療 

・ 歯科医院の経営 

・ 保険請求 

・ NBM 

・ EBM 

・ 安全管理 

・ リスク管理 

・ 訪問歯科診療 

 

・歯科保健活動（健診） 

・血液事業の概略及び  

関連事業の研修 

 

 

 

Ⅷ．研修の評価方法 

 

別紙「歯科臨床研修項目及び評価基準」に基づき、研修歯科医による自己評価及び指導歯科

医による評価を行う。また、他職種評価を導入しコメディカルスタッフからの評価も行う。 

 

能力レベル 
    

  レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 観察機会なし 

技能 指導歯科医の介

助の下で実施可

能   

指導歯科医の

監視の下で実

施可能 

単独で実施可

能 

後進の指導が

できる 
態度 

知識 想 起 解 釈 応用 統合 

評価  D C B A X 

 

Ⅸ．プログラム修了の認定 

    

１年間の臨床研修プログラムの終了後、上記Ⅷの評価基準に基づき、研修管理委員会におい

て修了認定を行い、研修管理委員長が臨床研修修了証を交付する                                             
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勤務案内 

 

Ⅰ．当院の目指す歯科医師像について 

 

（１）歯科医師は、病院の社会的施設としての責任・経営方針を厳守し、医療従事者として保持

すべき医療倫理・道徳等の実践者として、常に勤務上の態度と行動は慎重かつ厳正でなくて

はならない。 

（２）歯科医師は、病院組織医療の主導的役割を常に持ち率先して病院の規約を守り、全職員の

相互信頼と協力により、適正な医療活動を推進しなければならない。 

（３）歯科医師は、モラルと活動意欲を忘れず常に良医を志向し、研鑽に努め、医療水準に遅れ

ないよう努力しなければならない。また、患者に対して良い医療を最大の配慮と敬愛をもっ

て行い、親切・適切・迅速なサービスに心がけ、歯科医師・患者間の信頼関係を保ち、広く

地域住民にも信頼を得るよう努めなければならない。 

（４）歯科医師は、院内の指導的立場にあることを自覚し、その業務に誇りをもち、院内外を問

わず歯科医師としての品位を保ち、病院の名誉信用を傷つける行為をしてはならない。 

（５）歯科医師は、保険医として診療報酬制度の内容を熟知し、診療しなければならない。 

 

Ⅱ．勤務時間 

 

  勤務時間及び休日は、県立広島病院臨床研修運営要綱による。 

 

１． 勤務時間 

職員の勤務時間は、平日８時３０分～１７時１５分する。 

２． 始業・就業の時刻 

職員の始業・就業の時刻は次のとおりとする。 

始   業   午前 8時 30 分 

終   業   午後１７時１５分 

休   憩   勤務の途中で６０分間 

時間外勤務   時間外勤務命令により実績支給 

 

Ⅲ．研修歯科医の処遇 

 

１． 身 分  臨床研修歯科医（歯科医師正規職員） 

２． 給 与  卒後 1 年次 月給 340, 300 円。 

その他、賞与、期末手当、時間外手当等あり。 

３． 宿舎及び院内の室  有（宿舎：病院医師宿舎、院内の室：１室） 

４． 休      日  土・日曜日、祝日、年末年始 

５． 休      暇  年次有給休暇は１年目（４月～３月）に 20 日付与、その後１年度毎

に２０日付与、特別休暇（夏季休暇、夏季厚生計画、忌引き等） 

６． アルバイト診療の禁止          臨床研修期間中のアルバイト診療は認めない。 
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７． 歯科医師賠償責任保険          病院にて加入。また、個人が任意に加入する。 

８． 当 直  無 

９． 福 利 厚 生  地方職員共済組合、厚生年金保険、雇用保険、労災保険適用 

10．健 康 診 断  年１回（その他特別定期健康診断、B型肝炎各種抗体検査、インフ  

ルエンザ等ワクチン接種） 

11．そ の 他  各種研修会、講習会への参加可能。（病院負担での出張有。但し、上

限額有。） 

 

Ⅳ．募集定員及び選考方法      

 

１． 募 集 定 員  １名（マッチング参加） 

２． 選 考 方 法  小論文・面接 

【問 い 合 わ せ 先】 

   県立広島病院 総務課 臨床研修センター  

   TEL：082-254-1818（代表） 内線 4264  
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別紙 

 歯科臨床研修項目及び評価基準 

１．研修歯科医の指導体制 

１）上級歯科医・指導歯科医が研修歯科医に患者を配当し、研修歯科医は上級歯科医・指導歯科 

  医の指導の下、治療を行う。 

２）指導歯科医は、研修歯科医の進捗状況を把握し、不足している症例がある場合は、指導歯科 

  医等の患者の症例を配当する。 

 

２．症例数の数え方 

 １）治療のそれぞれの段階において経験した症例を 1症例と数える。 

   なお症例においてはすべての流れを経験することが望ましい。 

（例 ：病歴聴取、抜歯、消毒・経過） 

 

３．修了判定の評価基準 

１）目標達成の基準として、目標症例数の合計 8割以上を経験していること 

２）一連の流れ（検査→診断→処置、治療）を経験した症例については、経験症例リストに記載

し、指導歯科医の確認を受けること。また、経験症例リストの記載数については、最低 30

例以上を記載していること 

３）多職種連携、地域医療に関するレポート作成をし、指導歯科医から A～D 評価のうち C 評

価以上を受けていること 

４）自己評価票・指導歯科医評価票・多職種評価票にて、指導歯科医及び多職種から A～D評価

のうち C評価以上を受けていること 

５）所定の研修会にすべて出席していること 

 

 

【研修項目・目標症例数】【研修項目・目標症例数】 
  

  研 修 項 目 評価の視点・観点 目標

症例

数 
１
．
基
本
的
診
療
能
力
等 

（１）

基 

本 

的 

診 

察 

・ 

検 

査 

・ 

診 

断 

・ 

診 

① 心理的・社会的背景を考慮した、

適切な医療面接 

・患者の健康状態に関する情報を

効果的かつ安全に収集する。 

10 

② 全身状態を考慮した、顎顔面・口

腔内の基本的診察及び診察所見

の解釈 

・症候から得られる所見を把握す

る。 

10 

③ 診察所見に応じた検査選択と実

施、検査結果の解釈 

・パノラマおよびデンタルエック

ス線の撮影および診断 

10 

  ・歯周組織検査の実施と診断 5 

  ・歯髄電気診、舌圧検査の実施と診

断 

5 

④ 病歴聴取、診察所見及び検査結果

に基づいた歯科疾患の診断 

・担当患者の診断に関する口頭試

問 

5 
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療 

計 

画 

  ・カンファレンス参加（頭頸部腫

瘍、口腔外科入院カンファレンス） 

10 

⑤ 診断結果に基づいた一口腔単位

の診療計画立案 

・立案した治療計画に関するカン

ファレンス 

5 

⑥ わかりやすい言葉で説明し、患

者・家族の意思決定確認 

・患者および家族への病状説明、同

意書取得 

10 

  

（２）

基 

本 

的 

臨 

床 

技 

術 

等 

① 歯科疾患予防のための口腔衛生

指導、基本的手技の実施 

・口腔衛生管理の立案および指導

（PMTC、歯冠研磨） 

5 

② 一般的歯科疾患対応のための基

本的治療及び管理の実施 

  
 

 a.歯の硬組織疾患 ・罹患歯質の切削・除去 5 

  ・急性症状のあるウ蝕歯の診断と

除痛処置 

5 

  ・コンポジットレジン修復(簡単な

窩洞形成と修復操作 ) 

5 

  ・インレーの形成と修復操作(複雑

窩洞の形成と修復操作) 

5 

  ・咬合調整 5 

②  b.歯髄疾患 ・歯内療法（前歯の抜髄・感染根管

処置・根管充填） 

5 

  ・歯内療法（臼歯の抜髄・複雑な感

染根管処置・根管充填） 

5 

②  c.歯周疾患 ・歯周基本治療（スケーリング） 5 

  ・歯周基本治療（ルートプレーニン

グ・歯周ポケット掻爬） 

5 

  ・歯周初期治療（暫間固定） 2 

  ・歯周外科治療の介助または見学 5 

②  d.口腔外科疾患 ・局所麻酔（下顎孔伝達麻酔） 10 

  ・局所麻酔（浸潤麻酔） 10 

  ・簡単な歯槽骨整形 3 

  ・口腔粘膜縫合処置 10 

  ・顔面皮膚縫合 5 

  ・口腔内消炎手術（歯肉膿瘍切開、

骨髄炎、顎骨骨髄炎） 

3 

  ・口腔外消炎手術 3 
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  ・歯槽骨整形、骨隆起形成術 3 

  ・歯根端切除術 3 

  ・歯根嚢胞摘出術 3 

  ・抜歯（乳歯・簡単な永久歯） 5 

  ・抜歯（困難な永久歯） 5 

  ・埋伏歯の抜歯 5 

  ・ヘミセクション 2 

  ・創傷処理、歯牙結紮、外傷歯再植

固定 

5 

  ・プレート除去術 3 

②  e.歯質と歯の欠損 ・欠損補綴の診断と設計 3 

  ・欠損症例に対する印象採得 3 

  ・簡単な欠損症例に対する咬合採

得、人工歯排列、試適、義歯の装着 

3 

  ・装着後の義歯の調整 3 

  ・簡単な症例に対する支台歯形成・

印象採得・咬合採得・歯冠補綴物の 

調整・装着 

3 

  ・一歯欠損症例に対するブリッジ

の支台歯形成・印象採得・咬合採

得・ブリッジ調整・装着 

3 

②  f.口腔機能の発達不全、口腔機

能の低下 

・先天異常疾患（顎変形症・口唇口

蓋裂）の診査・治療計画、術後管理 

3 

  ・摂食嚥下障害の評価およびリハ

ビリテーション（MWST、RSST、

FT、嚥下内視鏡検査） 

5 

③ 基本的応急処置の実践 ・急性歯性症状（歯痛、動揺、腫脹） 5 

  ・修復物脱離 5 

  ・義歯および補綴物の破損等への

対応 

5 

④ 歯科診療に必要なバイタルサイ

ンの観察と全身状態の評価 

・外来処置前バイタルサインの測

定、記録 

5 

  ・全身麻酔による手術の術前検査

(血算、生化学、心電図、スパイロ

メータ等) 

5 
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⑤ 診療記録等の作成 ・電子カルテの作成（SOAP 記載） 15 

  ・オーダリングシステムにおける

投薬・注射・検査・放射線撮影 

15 

  ・手術室手術記録の作成 15 

  ・退院サマリーの作成 15 

  ・歯科技工指示書の発行と管理 3 

⑥ 医療事故予防に関する基本的対

策の理解と実践 

・インシデントレポートの意義の

説明、記載 （院内医療安全研修会） 

2 

  ・頻度の高いインシデント事例（針

刺、部位誤りなど）への対処法や防

止策の実施と評価 

1 

  
 

（３） 

患 

者 

管 

理 

① 歯科治療上問題となる全身的疾

患、服用薬剤等の説明 

・高血圧薬内服患者への服用薬剤

等の説明 

5 

  ・抗凝固剤内服患者への服用薬剤

等の説明 

5 

  ・骨吸収抑制薬剤内服患者への服

用薬剤等の説明 

5 

  ・入院患者の持参薬指示 5 

② 患者個人情報等について、必要時

主治医と情報共有する 

・関連医療機関との診療情報の共

有など（診療情報提供書の作成） 

5 

  ・院内他科へのコンサルテーショ

ンオーダー 

5 

③ 歯科治療中におけるバイタルサ

インのモニタリング 

・循環器疾患を有する患者への処

置時のモニタリング及び評価 

5 

④ 診療時における併発症・偶発症へ

の基本的対応法の実践 

・針刺防止のリキャップ、シャープ

スカウンターの活用 

1 

  ・ショック時の救急処置（ICLS 講

習会受講） 

1 

  ・口腔内の異常出血に対する処置 1 

  ・誤飲、誤嚥の対応 1 

  ・軟組織損傷の対応 1 

⑤ 患者の状態に応じた、基本的な術

前・術後管理及び療養上の管理 

・術後管理指示（輸液、疼痛、モニ

ター管理等） 

10 

  ・疼痛創管理、術後創処置（ガーゼ

交換、清拭等） 

10 

  ・退院後の療養計画書の策定およ

び指導 

5 
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（４）

患 

者 

の 

状 

態 

に 

応 

じ 

た 

歯 

科 

医 

療 

提 

供 

① 妊娠期、乳幼児期、学齢期、成人

期、高齢期の患者の各ライフステ

ージに応じた治療計画の立案 

治療計画の立案（妊娠期、乳幼児

期、学齢期、成人期、高齢期） 

5 

② 各ライフステージ及び全身状態

に応じた歯科医療を実践する 

・小児の治療導入の体験（行動変容

療法） 

3 

  ・成人有病者患者の治療（DM、透

析、脳血管疾患、HT) 

3 

  ・高齢者の治療（認知症など） 3 

  ・HCU/ICU 入院患者の口腔ケア 3 

③ 在宅療養患者等に対する訪問歯

科診療を経験する。 

・訪問歯科診療への同行、口腔衛生

管理など 

5 

④ 障害を有する患者への対応（心身

障害者の歯科治療） 

・発達障害、精神疾患を有する患者

の特異性をふまえた対応 

3 

 
   

 

２
．
歯
科
医
療
に
関
連
す
る
連
携
と
制
度
の
理
解 

（１）

歯 

科 

専 

門 

職 

間 

の 

連 

携 

① 歯科衛生士の役割の理解と予防

処置・口腔衛生管理等の連携 

・・病院歯科における専門的口腔衛

生管理の立案、連携および実施(歯

科衛生士オリエンテーション) 

1 

② 歯科技工士の役割の理解と適切

な歯科技工指示書の作成及び技

工物の製作 

・補綴物作成時における歯科技工

士との連携(歯科技工士オリエン

テーション) 

1 

  ・プロテーゼ、止血シーネ、スプリ

ントの作成 

3 

③ 入院患者の他職種チーム医療活

動への参加 

・摂食嚥下チームカンファレンス

への参加 

15 

  ・病棟薬剤師、栄養管理士の業務連

携 

1 

（２） 

他 

職 

種 

連 

携 

・ 

地 

域 

医 

療 

① 地域包括ケアシステムの理解と

説明 

・地域包括ケアシステムの概要を

学ぶ（患者相互支援センターオリ

エンテーション） 

1 

② 地域包括ケアシステムにおける

歯科医療の役割 

・紹介元医院との連携（地域連携室

オリエンテーション） 

1 

④ 訪問歯科診療の実施にあたり、患

者に関わる医療・介護関 係職種

の役割を理解し、連携する。 

・訪問歯科診療研修 1 

⑥ がん患者等の周術期等口腔機能

管理における目的と専門職の役

割理解と実践 

・放射線化学療法患者、緩和ケア病

棟入院患者に対する口腔衛生管理

の実践 

3 

⑦ 歯科専門職が関与する多職種チ

ームにおける目的と専門職の役

割理解と連携 

・ICU/HCU 入院患者へのカンフ

ァレンス、摂食嚥下認定看護師、言

語聴覚士病棟回診 

5 

⑧ 入院患者の入退院時における多

職種支援について理解し、 参加

する 

・入退院支援室オリエンテーショ

ン 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

（３）

地 

域 

保 

健 

① 地域保健・福祉の関係機関、関係

職種の理解 

・広島市保健所見学 1 

② 保健所等における地域歯科保健

活動の理解 

③ 保健所等における地域歯科保健

活動を経験する 

④ 地域住民に対する健康教育を経

験する 

地域巡回セミナー講演 1 

（４）

歯 

科 

医 

療 

提 

供 

に 

関 

連 

す 

る 

制 

度 

の 

理 

解  

① 医療に関する法規及び制度の仕

組みの理解 

歯科医師法、医療法等関連法規セ

ミナー 

1 

② 医療保険制度を理解し、適切な保

険診療の実施 

・健康保険法に基づく診療報酬制

度に関する講義を受講し、診療報

酬請求事務を経験する。 

1 

③ 介護保険制度の目的と仕組みの

理解 

・保険医集団指導を受講する。 1 

 
     

経験症例数 450 

 


